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株 主 各 位
（証券コード4538）

2026年６月９日
（電子提供措置の開始日 2026年６月１日)

大阪市中央区道修町一丁目７番10号

代表取締役社長 戸 田 幹 雄
第103回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
さて、当会社第103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供

措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第103回定時株主総会招集ご通知」として電子提
供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト（https://www.fuso-pharm.co.jp/）

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま
すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「扶桑
薬品工業」又は「コード」に「4538」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえ、
ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2026年６月23日（火曜日）午後５時30
分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネット等による議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行

使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議
案に対する賛否をご入力ください。
インターネット等による議決権行使に際しましては、4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」

をご確認くださいますようお願い申しあげます。
［郵送による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送くだ

さい。
敬 具
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記
1. 日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区本町橋２番31号 シティプラザ大阪 ２階「SYUN−旬−(南)」
3. 目的事項

報告事項 第103期（2025
2026

年
年
４
３
月
月
１
31

日から
日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

４. 招集にあたっての決定事項
（１）インターネット等による方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネット

等による議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。また、インターネット等による
方法で複数回議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

（２）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表
示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会ご出席者へのおみやげはご用意いたしておりませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項
及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎本定時株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしており
ます。
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議決権行使についてのご案内
議決権の行使は、以下の３つの方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださ
いまして、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

● 株主総会にご出席の場合

日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

● 書面（郵送）で議決権を行使される場合

行使期限 2026年６月23日（火曜日）午後５時30分到着分まで
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

● インターネット等により議決権を行使される場合

行使期限 2026年６月23日（火曜日）午後５時30分入力分まで
4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、議決権行使ウェ
ブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

● 議決権行使書面と電磁的方法（インターネット等）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法
（インターネット等）による議決権行使を有効なものとして取り扱います。
● 議決権を電磁的方法（インターネット等）により複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効な
ものとして取り扱います。



インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってくだ
さい。

2 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記の
「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議決権
行使書用紙に記載の「議決権行使コード」･「パスワード」を入力
してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※�QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使�
ウェブサイトにアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っ
ていただくことも可能です。

三井住友信託銀行�証券代行�ウェブサポート専用ダイヤル

ふ0120-652-031 受付時間：午前９時～午後９時

インターネット等による議決権行使の操作方法に関する
ご不明な点につきましては、右記にお問い合わせください。

見本

議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中

〇年〇月〇日

1.

2.

3.

見本

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

｢次へすすむ｣を
クリック

2 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

｢議決権行使コード｣を入力
｢ログイン｣をクリック

3 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された
「パスワード」をご入力ください。

｢初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してください。

｢登録」をクリック

行使期限 2026年６月23日（火曜日）午後５時30分入力分まで

（ 4 ）
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株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主への利益還元を最重要課題のひとつとして位置づけており、安定的な配当の継続に努めるこ

とを基本方針としております。また、中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」においては、安
定供給体制のさらなる強化に向けた投資や成長分野への投資と、株主還元のバランスを考慮しつつ、2030
年度まで累進配当とすることを目標としております。当期につきましては、これらの方針並びに業績、経営
環境及び財務体質の強化の必要性などを総合的に勘案したうえで、当期の期末配当を１株につき金45円とい
たしたく存じます。なお、中間配当として１株につき45円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金
は１株につき90円となります。

<期末配当に関する事項>
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円 総額 384,167,295円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月25日

第２号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会の終結の時をもって、辞任により退任される取締役岡 純一氏に対し、在任中の功労に報いるた

め、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その
具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役に対する退職慰労金は、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に基づき、在任年

数及び功績に応じて決定されることから、その内容は相当であると判断するものであります。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

おか じゅん いち
岡 純 一

2009年６月 当社取締役

現在に至る

以 上
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年
４
３

月
月
１
31

日から
日まで）

Ⅰ．会社の現況に関する事項
1．事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加等を背景に、緩や
かな回復基調が継続しました。一方、中東情勢の緊迫化によるエネルギー価格や原材料価格の高騰、継続的
な物価上昇に加え、米国通商政策をめぐる動向や金融資本市場の変動等により、依然として景気の先行きは
不透明な状況が続いております。
医薬品業界では、薬価制度改革をはじめとして後発医薬品の使用促進策の強化等、医療費適正化諸施策が

引き続き推進されており、経営のさらなる強化が求められるなか、研究開発費の増加、開発リスクの増大
等、収益環境の厳しさが増しております。
このような状況のもと、当社は、主力製品の人工腎臓用透析剤キンダリー等、人工透析関連製商品及び輸

液等のより強固な浸透を図るとともに、後発医薬品の販売促進にも注力してまいりました。
その結果、当事業年度の業績につきましては、腎・透析関連の後発医薬品の販売促進等により、売上高は

623億７百万円と前期と比べ17億44百万円（2.9％）の増加となりました。利益面につきましては、原材料
費や人件費の上昇に伴う売上原価率の想定以上の上昇、DMX-200に関する研究開発活動の進捗に伴う研究
開発費の増加等により、営業利益は26億39百万円と前期と比べ14億91百万円（36.1％）の減少、経常利益
は23億49百万円と前期と比べ14億31百万円（37.9％）の減少、当期純利益は20億11百万円（前期は当期
純損失32億88百万円）となりました。
なお、前事業年度の当期純損失は、2025年５月27日の特許権侵害差止等請求訴訟（控訴審）の判決によ

り、訴訟関連損失引当金繰入額87億44百万円を特別損失として計上したことによるものです。

2．資金調達の状況
当社は、2025年８月８日公表の中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」において、粉末型透

析剤の製造ラインの新設及び大東工場の機能を移転集約することを目的として、岡山工場敷地内に岡山第二
工場を建設する計画を公表いたしました。本計画の資金調達を目的として、2026年３月31日付で株式会社
三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。



（ 7 ）

3．設備投資の状況
当事業年度の設備投資については、主に医薬品事業において城東、大東、岡山、茨城の四工場及び研究開

発センター、営業施設等において設備投資を実施しております。
当事業年度の設備投資の総額は12億70百万円であります。
今後の設備投資計画としましては、中長期的な成長に向けた取り組みとして、岡山工場敷地内に、鉄骨5

階建て・延床面積約7,000㎡の製剤棟と自動倉庫を備えた「岡山第二工場」を建設いたします。本工場に粉
末透析剤の製造ラインを新設するとともに、大東工場の機能を移転・集約させることが決定しております。

4．対処すべき課題
当社は2025年8月に、2030年度までの中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」を公表いたし

ました。当社が主要領域として捉えている「透析関連領域」や「輸液関連領域」においては、患者数の減少
や物流・保管コストの増大を共通課題と認識しており、毎年薬価改定とも相まって、厳しい外部環境にさら
されております。
また、これらの領域で当社が製造販売する製品はその多くが医療の提供に不可欠な「基礎的医薬品」や安

定的な供給確保が求められる「供給確保医薬品」となっており、高品質な医薬品を安定的に供給することが
求められております。
このような状況のもと、当社は2030年のあるべき姿として「徹底した品質管理と持続的な安定供給を行

う基礎的医薬品メーカーとして、そして腎臓・泌尿器領域におけるアンメットメディカルニーズに対応する
スペシャリティファーマとして、医療を通じて社会を支える、なくてはならない企業となる」ことを掲げま
した。「基礎的医薬品」や「供給確保医薬品」は市場の動向に大きく左右されにくい性質を持つため、これ
らを安定的な収益基盤の軸とし、腎臓・泌尿器科領域を中心とした新薬開発に注力をすることで、厳しい環
境下においても持続的な成長を目指してまいります。本方針期間は「次代に向けた変革のための投資フェー
ズ」と位置づけており、2028年度まではDMX-200の開発費や成長の礎となる人的資本・DXへの投資負担
により利益水準が一時的に低下する見込みですが、2029年度以降は上昇基調に転じるものと想定しており
ます。
生産体制については、岡山工場敷地内のグラウンドに建設する岡山第二工場が2028年末の生産稼働開始

を予定しており、粉末型透析剤の製造ラインを新設するとともに、大東工場の機能を移転・集約させること
で、生産体制の効率化を推進してまいります。また、2025年10月に、サプライチェーン全体の最適化・管
理強化を目的としてサプライチェーンマネジメント室を新設いたしました。今後につきましては、各工場の
品質管理（QC）業務の集約により、品質管理体制の基盤を強化するとともに社会的使命である安定供給を
より確実なものとしてまいります。
今後の見通しにつきましては、中東情勢や米国通商政策、金融資本市場の動向など様々な要因により、社

会経済情勢は依然として不透明な状況が続くものと予想されますが、当社は安定供給という社会的使命を全
うしながら、経営基盤の強化を並行して進め、ステークホルダーの皆様から信頼され続ける企業として、さ
らなる企業価値の向上に取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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5．財産及び損益の状況の推移
第100期

2023年３月期
第101期

2024年３月期
第102期

2025年３月期
第103期(当期)
2026年３月期

百万円
売 上 高 51,015 55,407 60,563 62,307

百万円
経 常 利 益 2,215 1,868 3,780 2,349

百万円
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

1,605 1,377 △3,288 2,011
円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) 183.07 159.98 △384.95 235.63

百万円
総 資 産 72,466 75,802 81,729 90,323

百万円
純 資 産 35,649 36,661 33,043 35,057

円
１ 株 当 た り 純 資 産 4,064.76 4,290.55 3,869.10 4,106.51

6．重要な親会社及び子会社の状況
該当する事項はございません。

7．主要な事業内容
当社は、主な事業内容として医療用医薬品及び医療用機械器具の製造・販売やその他にも製造受託、ま

た、不動産の賃貸を営んでおります。

8．主要な営業所及び工場
本 社：本 社（大 阪 市）
事務所：本社事務所（大 阪 市）

東京事務所（東 京 都）
営業所：大 阪 支 店（大 阪 市） 東京第一支店（東 京 都）

東京第二支店（さいたま市） 東京第三支店（横 浜 市）
札 幌 支 店（札 幌 市） 仙 台 支 店（仙 台 市）
名古屋支店（名古屋市） 岡 山 支 店（岡 山 市）
広 島 支 店（広 島 市） 福 岡 支 店（福 岡 市）

工 場：城 東 工 場（大 阪 市） 大 東 工 場（大 阪 府）
岡 山 工 場（岡 山 県） 茨 城 工 場（茨 城 県）

研究所：研究開発センター（大阪市）
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9．従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減

1,374名 34名増

10．主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 17,590百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,389
株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,009

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,769

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,350

株 式 会 社 中 国 銀 行 900

農 林 中 央 金 庫 630
（注）上記の借入金残高には、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの残高が含まれ

ております。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項
1．発行可能株式総数 20,000,000株

2．発行済株式の総数 9,451,169株（自己株式 914,118株を含む）

3．当期末株主数 8,435名

4．大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ぶ ど う 協 和 会 599 千株 7.02 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 563 6.60

敷 島 振 興 株 式 会 社 452 5.30

扶 桑 薬 品 工 業 従 業 員 持 株 会 327 3.84

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 278 3.27

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 245 2.88

戸 田 幹 雄 179 2.10

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 159 1.87

中 尾 薬 品 株 式 会 社 151 1.78

内 外 化 成 株 式 会 社 127 1.49
（注）１．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

２．2026年３月31日現在における三井住友信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数は、当社として把握することができない
ため記載しておりません。

３．2026年２月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友信託銀行株式会社及びそ
の共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社が
2026年１月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社を除き、当社と
して2026年３月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりませ
ん。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（％）
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 245 2.60
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 138 1.46
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 113 1.20

合 計 497 5.26
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Ⅲ．会社役員に関する事項
1．取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 戸 田 幹 雄
代表取締役専務 戸 田 幹 洋 経営企画部長

取 締 役 岡 純 一 生産本部長

取 締 役 伊 藤 雅 教 研究開発センター担当

取 締 役 大 谷 英 樹 営業本部長

取 締 役 柏 木 孝 学校法人帝塚山学院常務理事
取 締 役 渡 部 靖 彦 公認会計士（渡部靖彦公認会計士事務所代表）

株式会社ケー・エフ・シー社外監査役
株式会社エムケイシステム社外監査役

取 締 役 池 野 由香里 弁護士（弁護士法人栄光社員弁護士）

常 勤 監 査 役 桑 田 順 司
監 査 役 青 本 悦 男 弁護士（青本悦男法律事務所長）

監 査 役 楢 﨑 隆 章 税理士（楢﨑隆章税理士事務所長）
（注）1．取締役柏木 孝、取締役渡部靖彦、取締役池野由香里の各氏は社外取締役であります。

2．監査役青本悦男、監査役楢﨑隆章の両氏は社外監査役であります。
3．監査役楢﨑隆章氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4．当社は、取締役柏木 孝、取締役渡部靖彦、取締役池野由香里、監査役青本悦男、監査役楢﨑隆章の各氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5．2025年６月25日開催の第102回定時株主総会において、新たに池野由香里氏が取締役に選任され、就任いたしました。
6．2025年６月25日開催の第102回定時株主総会終結の時をもって、取締役須藤 実氏は任期満了により退任いたしました。
7．当事業年度中の取締役の地位又は担当の異動は次のとおりであります。

氏 名 地位及び担当 異動年月日異動後 異動前

戸 田 幹 洋 代表取締役専務
経営企画部長

取締役
経営企画部長 2025年６月25日

8．取締役柏木 孝氏は、学校法人帝塚山学院の常務理事を務めておりましたが、2026年3月31日をもって退任し、同年５月１
日付にて帝塚山学院大学客員教授に就任しております。

9．取締役渡部靖彦氏は、学校法人立命館の監事を務めておりましたが、2025年6月27日をもって任期満了により退任いたしま
した。
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10.当社は、業務執行の機動性を高め、持続的な企業価値の向上を図るとともに、次世代経営層の育成を促進するため、執行役員
制度を導入しております。2026年3月31日現在の執行役員は次のとおりであります。

地 位 氏 名 担 当
上席執行役員 古市 晴彦 総務本部長 総務部長（兼）経理部長
上席執行役員 三宅 衛 研究開発センター所長
上席執行役員 塩見 惇二 医薬政策担当
執 行 役 員 田中 智 信頼性保証本部長
執 行 役 員 湯浅 和明 生産本部副本部長
執 行 役 員 魚谷 満郎 営業本部流通推進部長
執 行 役 員 岡田多恵子 生産本部生産管理部長
執 行 役 員 山本 博文 生産本部茨城工場長
執 行 役 員 齊戸 理一 営業本部大阪支店長
執 行 役 員 田島 潔 営業本部東京第一支店長（兼）東京事務所長
執 行 役 員 井上 正裕 生産本部城東工場長
執 行 役 員 岩本 和久 信頼性保証本部品質保証部長
執 行 役 員 東 竜司 生産本部岡山工場長

2．責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会

社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限
度額は、法令が定める額としております。また、損害賠償責任の限定は、当該責任の原因となった職務の遂
行につき、善意でかつ重大な過失がないことを条件としております。

3．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており

ます。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用
人であり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。当該保険契約により保険期間中に被
保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金等が填補されることになります。
ただし、被保険者の犯罪行為や、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の
場合には填補の対象とならないなど、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置を
講じております。
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4．取締役及び監査役の報酬等
（1）役員の報酬等の額の決定に関する方針

①当該方針の決定の方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針）を定めております。決定方

針は、当事業年度に、報酬委員会においてこれまでの方針を踏襲した方針案を審議・承認し、報酬委員会
の承認内容を尊重して、取締役会が決定しております。

②当該方針の内容の概要
決定方針の概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向

上への貢献意欲を高める目的で設計するものとします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連
動報酬等としての賞与及び退職慰労金により構成します。
取締役の基本報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する月次報酬とし、他社水準、取締役の

職責・在任年数、従業員の給与水準、経済情勢、業績等を考慮して決定するものとします。
取締役の退職慰労金は、当社における一定の基準に則り算定し、株主総会の決議に基づき支給するもの

とします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため経常利益・当期純利益等を反映

した現金報酬とし、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額及び各取締役
の配分を決定し、毎年、賞与として一定の時期に支給するものとします。
取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行うこととします。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別

の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等（基本報酬の額及び賞与の額）の内容を決定するものとし
ます。
なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に取締役の

報酬等に関する原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内
容に従って決定をしなければならないものとします。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。

③当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定

方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うも
のであると判断しております。
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（2）業績連動報酬等に関する事項
取締役の報酬のうち業績連動報酬等は、業績連動の指標を経常利益・当期純利益等とし、さらに株主へ

の配当、従業員賞与水準等を勘案して、総額及び各取締役の配分を決定しております。当該業績指標を選
定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためであります。
選定した業績指標の当事業年度における内容として、当初の計画の経常利益は33億円、当期純利益は

23億円であり、当事業年度における実績の経常利益は23億49百万円、当期純利益は20億11百万円であり
ます。なお、当事業年度を含む経常利益・当期純利益の推移は「Ⅰ.会社の現況に関する事項」の「５.財
産及び損益の状況の推移」に記載のとおりであります。

（3）取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年６月29日開催の第88回定時株主総会で

決議されており、決議の内容は「取締役報酬額は年額180百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まない）」、「監査役報酬額は年額36百万円以内」であります。当該定時株主総会終結時点の取締役の
員数は12名、監査役の員数は３名であります。

（4）取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長戸田幹雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内

容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額の評価配分
としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当業務や
職責等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会の答申を受ける措置

を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容
が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。

（5）取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取 締 役 143 93 33 16 9

監 査 役 22 19 1 1 3
合 計
（うち社外役員）

166
（28）

113
（24）

35
（2）

17
（1）

12
（6）

（注）1. 上記に記載しております「業績連動報酬」は「役員賞与引当金繰入額」であります。また、「退職慰労金」は「役員退職慰
労引当金繰入額」であります。

2．上記のほか、2025年６月25日開催の第102回定時株主総会決議に基づき、当期中に退任した社外取締役１名に対し２百万
円の役員退職慰労金を支給しております。
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5．社外役員に関する事項
（1）社外役員の重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 重要な兼職先 兼職の内容

社外取締役

柏 木 孝 学 校 法 人 帝 塚 山 学 院 常務理事

渡 部 靖 彦

渡 部 靖 彦 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表

株 式 会 社 ケ ー ・ エ フ ・ シ ー 社外監査役

株 式 会 社 エ ム ケ イ シ ス テ ム 社外監査役

池 野 由香里 弁 護 士 法 人 栄 光 社員弁護士

社外監査役
青 本 悦 男 青 本 悦 男 法 律 事 務 所 所 長

楢 﨑 隆 章 楢 﨑 隆 章 税 理 士 事 務 所 所 長
（注）社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

（2）社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役

柏 木 孝
当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、主に地方
公共団体等の管理者としての実践的見地から当社の経営上有用な指摘、
発言を行っております。

渡 部 靖 彦
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に公認会
計士としての専門的見地から当社の経営上有用な指摘、発言を行ってお
ります。

池 野 由香里
社外取締役に就任後に開催された取締役会8回のすべてに出席し、主に
弁護士としての専門的見地から当社の経営上有用な指摘、発言を行って
おります。

社外監査役
青 本 悦 男

当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に、また、監査役会
13回のうち12回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から当社の
経営上有用な指摘、発言を行っております。

楢 﨑 隆 章
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに、また、監査役会13
回のすべてに出席し、主に税理士としての専門的見地から当社の経営上
有用な指摘、発言を行っております。
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（3）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

氏 名 果たすことが期待
される役割

期待される役割に関して
行った職務の概要

柏 木 孝

地方公共団体等の管理者としての実践的見地
を活かし、主に経営的な目線から企業を取り
巻く経営の遂行等に関し取締役会等において
ご発言をいただくとともに経営計画の進捗状
況等につき監督していただくことを期待

経営管理者としての実践的な知見を活かし、
主にリスク管理等に関して、経営陣に対し、
意見等を述べるとともに経営計画の進捗状況
等につき監督していただいた。

渡 部 靖 彦

公認会計士としての専門的な知見を活かし、
主に財務会計的な目線からリスク管理等に関
し取締役会等においてご発言をいただくとと
もに経営計画の進捗状況等につき監督してい
ただくことを期待

公認会計士としての専門的な知見を活かし、
主にリスク管理等に関して、経営陣に対し、
意見等を述べるとともに経営計画の進捗状況
等につき監督していただいた。

池 野 由香里

弁護士としての専門的な知見を活かし、主に
法務・コンプライアンス的な目線からリスク
管理等に関し取締役会等においてご発言をい
ただくとともに経営計画の進捗状況等につき
監督していただくことを期待

弁護士としての専門的な知見を活かし、主に
リスク管理等に関して、経営陣に対し、意見
等を述べるとともに経営計画の進捗状況等に
つき監督していただいた。
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Ⅳ．会計監査人の状況
1．会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

2．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
（1）当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

44百万円
（2）当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

44百万円
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分

しておらず、また、実質的にも区分できませんので、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。
2．当社監査役会は、会計監査人の監査の実施状況、監査計画及び報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査

人の報酬等の額につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

3．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役

全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が当社の監査業務に重大な支障をきたし、職務を適切に遂行することが困

難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
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Ⅴ．会社の体制及び方針
1．業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するた
めの体制について、取締役会で決議した内容は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人はその職務の遂行に当たり、別に定める「コンプライアンスマニュアル」を遵守するも
のとする。

・法令等遵守の統轄としてコンプライアンス委員会が当たる。
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る文書及び情報については、別に定める「文書管理規程」及びその他社内規程に基
づき適切に保存・管理を行うものとする。

・監査役会又は監査役が要求した場合、当該文書は速やかに閲覧に供されるものとする。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項については、別に定める「経営リスクマネジメ
ント基本規程」及びその他の「緊急時対応規程」「地震等災害対策規程」など社内規程に基づき、企業活
動に影響をおよぼすおそれのあるリスクの未然防止及びトラブル発生時における迅速・適切な対応を図る
ものとする。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の職務の執行を監督す
るものとする。

・取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化とともに、書面決議制度を導入
し、効率的な業務執行を図るものとする。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための組織として、社長直轄の内部監査室を設置
する。内部監査室は、リスクマネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの妥当性と有効性
を評価し、各プロセスの改善に貢献するとともに、有効な改善策を助言・勧告し、経営目標の効率的な達
成を支援するものとする。

（5）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・監査役会及び監査役の職務を補助する組織として監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助すべき使
用人を置く。

（6）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事
項

・監査役会事務局は監査役会直属の組織とし、監査役会事務局に所属する使用人の人事異動、人事評価、懲
戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査役会の同意を得るものとする。

・当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨、及び当該指揮命令に従わ
なかった場合には社内処分の対象となる旨を社内規程に明記し、これを徹底するものとする。

（7）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審
議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除
き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。



（ 19 ）

（8）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社は、法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として「内部通報規程」
を整備・運用するものとする。

・取締役及び使用人は、当社の業務又は財務の状況に重大な影響をおよぼすおそれのある事項を発見したと
きは、その内容について直ちに監査役会又は監査役に報告しなければならない。

（9）取締役及び使用人が監査役に法令違反等の情報を報告したことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

・当社は、当社の取締役及び使用人が監査役へ報告を行った場合、当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを行うことを禁止するものとする。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・社長は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上
の重要課題について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めるものとする。

・取締役及び使用人は、監査役が監査を行う場合にはこれに協力するものとする。

2．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、取締役会において決議した会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制

の整備に関する基本方針に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備し運用しております。
取締役会においては、継続的に経営上のリスクを認識し対応策について検討しております。それらによ

り、必要に応じて、社内の諸規程及び業務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させており
ます。
また、常勤監査役は、監査役監査のほか、幹部社員との面談や社内の重要な会議への出席等を通じて、業

務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視できる体制を整備し、監査役会において情報を共有
しております。内部監査部門は、各部門に赴き定期的な内部監査の実施により、日々の業務が法令・定款、
社内規程等に違反していないかを検証して現状を把握するとともに業務プロセスのリスクやコントロールの
見直しを行い、内部統制システムの質的向上を図っております。
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3．株式会社の支配に関する基本方針
（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業
価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であ
ると考えております。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認め
られており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的に
は株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の支配権の移転を伴う買収提案があった場合、当社株
式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきもので
あると考えます。また、当社は、当社株式について大量買付けがなされる場合、これが当社の企業価値・株
主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等からして企業価値・株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主
が株式の大量買付けの内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な
時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者
との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありま
せん。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の源泉等への十分な理解が不可欠であり、これ
らに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値・株主共同の利益を確保、向上させることはできませ
ん。
当社の企業価値の源泉は、①生命維持の基本となる輸液や人工腎臓用透析剤等の安定的な供給を可能とす

る生産・供給体制、②輸液や人工腎臓用透析剤を主力とする医薬品事業を通じて構築した日本全国の病院と
の広範かつ強固なネットワーク、③輸液や人工腎臓用透析剤を主力とする医薬品市場における “ぶどうマー
ク” や “キンダリー” の高いブランド力、④社会において「なくてはならない存在」として患者の方々の生
命維持と社会生活を最優先に経営してきたことにより構築した患者・病院・卸・株主・地域社会等のステー
クホルダーとの信頼関係、⑤医薬品の安定供給の社会的使命を全うするための必須かつ喫緊の課題である経
営基盤の安定化、強化に向けた新分野開発の鋭意推進、⑥当社の経営理念に誇りを持ち、患者の方々の生命
維持と社会生活を最優先に当社の成長・発展・進化を目指す従業員の存在にあると考えております。当社株
式の大量買付けを行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させ
られるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付けを行う者は、当社

の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対して
は、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると
考えます。

（2）基本方針の実現に資する特別な取組み
① 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための取組みについて

当社は、当社の強みである医薬品事業を中心とした独創的な医薬品等の開発・供給を通して、患者さん
の健康で豊かな生活の向上に貢献する事業活動を展開しております。また、製薬企業としての社会的使命
及び責任を深く自覚し、高い倫理観のもと法令遵守を徹底するとともに、株主をはじめとするステークホ
ルダーの皆様との信頼関係の強化に努めることによって、企業価値の向上に重点をおいた経営を推進して
おります。かかる基本理念のもと、当社は次の６項目を経営の基本方針として、その実現に鋭意取り組ん
でおります。
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a 研究・開発に関する基本方針
透析剤の更なる開発、および腎臓・泌尿器領域と不妊治療関連分野においてアンメットメディカルニー
ズに対応した革新的新薬を創製し、患者さんのQOL向上に貢献する

b 生産に関する基本方針
品質管理と安定供給体制の強化、生産効率の向上を目指した、生産拠点の再編と設備増強を行う

c 販売・マーケティングに関する基本方針
長年の経験による強みを活かし、腎臓・泌尿器領域における当社のプレゼンスを確固たるものにする

d 経営管理体制に関する基本方針
新基幹システム導入を核とした全社的なDXを加速させ、経営における意思決定の迅速化および業務効
率と競争力を向上させる

e 人的資本に関する基本方針
将来の成長を支える人材の採用と育成を戦略的に強化し、従業員エンゲージメントを向上させるための
施策を積極的に展開する

f サステナビリティに関する基本方針
誰もが暮らしやすい社会の実現に向け、マテリアリティ解決に向けた各アクションを進める

② コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、経営の効率や公正性、法令遵守を確保するためのコーポレート・ガバナンスの強化は、多様な

ステークホルダーの皆様と適切な関係を維持し、社会的な責任を果たすことに繋がり企業価値・株主共同
の利益の確保・向上に資するものと考えております。
現在、取締役会は社外取締役３名を含む取締役８名で構成し、取締役会専決事項、経営上の重要事項の

意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。監査役は、社外監査役２名を含む３名で
あり、取締役会及び重要な会議への出席や、業務及び財産状況の確認を通じて、取締役の職務遂行を監査
しております。そのほか、当社は内部監査室及びコンプライアンス委員会、リスク管理委員会等各種委員
会を設置し、これらによる監視・統制に万全を期しております。

（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた
めの取組み
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大量取得行為が行われよう

とする場合には、大量取得行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十
分な情報を提供するよう要求するほか、独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で取締役会の意見等を
開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、会社法、金融商品取引法その他関連法令
に基づき適切な措置を講じてまいります。
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（4）上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記（2）に記載しました基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を

継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資
するものであります。従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するもの
であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
加えて、上記（3）に記載しました基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのあ
る当社株式の大量取得行為に関する情報提供の要求及び関係法令の許容する適切な措置の実施等を定めるも
のであるので、基本方針に沿うものであると考えております。
したがって、上記（2）及び（3）の取組みは、上記（1）に記載しました基本方針に沿ったものであると

判断しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 57,336 流 動 負 債 51,684

現 金 及 び 預 金 4,846 電 子 記 録 債 務 3,012
受取手形及び売掛金 26,897 買 掛 金 4,067
商 品 及 び 製 品 13,525 短 期 借 入 金 26,000
仕 掛 品 75 １年内返済予定の長期借入金 604
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,082 未 払 金 4,264
前 渡 金 599 未 払 費 用 769
前 払 費 用 331 未 払 法 人 税 等 103
仮 払 金 8,744 預 り 金 45
そ の 他 233 賞 与 引 当 金 930

固 定 資 産 32,987 役 員 賞 与 引 当 金 25
有 形 固 定 資 産 22,186 訴訟関連損失引当金 8,744
建 物 8,687 そ の 他 3,119
構 築 物 378 固 定 負 債 3,581
機 械 装 置 3,072 長 期 借 入 金 1,858
車 両 運 搬 具 11 再評価に係る繰延税金負債 1,354
工 具 器 具 備 品 584 役員退職慰労引当金 177
土 地 8,820 資 産 除 去 債 務 109
建 設 仮 勘 定 616 そ の 他 81
そ の 他 15 負 債 合 計 55,265

無 形 固 定 資 産 1,352 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 1,297 株 主 資 本 36,995
そ の 他 55 資 本 金 10,758

投 資 そ の 他 の 資 産 9,447 資 本 剰 余 金 14,951
投 資 有 価 証 券 5,332 資 本 準 備 金 10,000
長 期 前 払 費 用 276 そ の 他 資 本 剰 余 金 4,951
前 払 年 金 費 用 137 利 益 剰 余 金 13,881
繰 延 税 金 資 産 2,572 そ の 他 利 益 剰 余 金 13,881
そ の 他 1,128 別 途 積 立 金 5,300

繰 越 利 益 剰 余 金 8,581
自 己 株 式 △2,595

評 価・換算差額等 △1,937
その他有価証券評価差額金 2,736
土 地 再 評 価 差 額 金 △4,674
純 資 産 合 計 35,057

資 産 合 計 90,323 負 債・純資産合計 90,323
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年
４
３

月
月
１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 62,307
売 上 原 価 46,312
売 上 総 利 益 15,995
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,355
営 業 利 益 2,639
営 業 外 収 益 273

受 取 利 息 及 び 配 当 金 142
受 取 保 険 金 83
そ の 他 46

営 業 外 費 用 563
支 払 利 息 328
支 払 手 数 料 110
生 命 保 険 料 100
そ の 他 24

経 常 利 益 2,349
特 別 利 益 118

投 資 有 価 証 券 売 却 益 118
特 別 損 失 28

投 資 有 価 証 券 売 却 損 26
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1

税 引 前 当 期 純 利 益 2,438
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 370
法 人 税 等 調 整 額 56
当 期 純 利 益 2,011

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３

月
月
１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当 期 首 残 高 10,758 10,000 4,951 14,951 5,300 7,312 12,612
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △742 △742
当 期 純 利 益 2,011 2,011
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― 1,269 1,269
当 期 末 残 高 10,758 10,000 4,951 14,951 5,300 8,581 13,881

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計自 己 株 式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △2,593 35,728 1,950 △4,635 △2,685 33,043
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △742 △742
当 期 純 利 益 2,011 2,011
自己株式の取得 △2 △2 △2
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 786 △38 747 747

当 期 変 動 額 合 計 △2 1,266 786 △38 747 2,013
当 期 末 残 高 △2,595 36,995 2,736 △4,674 △1,937 35,057

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 定額法

主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２〜50年
機械装置 ２〜10年

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間で均等
償却する方法によっております。

（2）無形固定資産及び長期前払費用 定額法
主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア ５年

３．引当金の計上基準
（1）賞与引当金 従業員及び使用人兼務役員の賞与の支払いに備えるため、支給対象期間に応じた支給見

積額を計上しております。
（2）役員賞与引当金 役員の賞与の支払いに備えるため、支給見積額のうち当事業年度に負担すべき額を計上

しております。
（3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により費用処理しております。
なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控

除した額を超過する場合には、前払年金費用として「投資その他の資産」に含めて計上
しております。

（4）役員退職慰労引当金 将来の役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく基準退職慰労金の期末要支
給額を計上しております。

（5）訴訟関連損失引当金 経口そう痒症改善剤ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」[先発代表製品:レミッ
チOD錠2.5μg]に関する特許権侵害差止等請求訴訟の判決による最大損失額を計上して
おります。
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４．収益及び費用の計上基準
商品及び製品の販売
商品及び製品の販売は、顧客へ引き渡した時点で所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客が支配を獲得すること

により当社の履行義務が充足されると判断しており、引渡時点で収益を認識しております。当社では、「収益認識に関する会計
基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、商品及び製品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間が１
〜２日程度であるため、出荷時に収益を認識しております。
商品及び製品の販売から生じる収益は、販売契約における対価から販売数量又は販売金額等に基づく値引きやリベート等を控

除した金額で算定しており、顧客に返金すると見込んでいる対価の金額を返金負債として流動負債その他に含めて計上しており
ます。値引き等の見積りにあたっては、契約条件や過去の実績などに基づく最頻値法を用いております。
また、売上収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
商品及び製品の販売に係る対価は、顧客へ引き渡した時点から主として１年以内に受領しております。
なお、重大な金融要素は含んでおりません。

２．会計方針の変更に関する注記
（棚卸資産の評価方法の変更）
棚卸資産の評価方法は、従来、商品、製品、原材料、貯蔵品については先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、仕掛品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりましたが、当事業年度より総平均法による原価法（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に変更しております。
この評価方法の変更は、当期よりERPの導入を契機として、棚卸資産の調達価格変動による評価及び期間損益計算をより迅速かつ

適正な計算とするために行ったものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であります。

３．会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：百万円）

当事業年度

商品及び製品 13,525

仕掛品 75

原材料及び貯蔵品 2,082

（注）上記の金額は、収益性低下による簿価切下額415百万円、収益性低下等による評価損の金額86百万円及び滞留評価による評価損
の金額37百万円を控除した金額であります。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の棚卸資産の評価は、各在庫品目について滞留により破棄することが見込まれる数量を算出し、該当数量分の正味売却価

額を零として評価損の金額を算出した上で、収益性の低下に基づき簿価を切り下げております。その際、当事業年度の販売数量
に関する趨勢を踏まえた各在庫品目の将来の販売予測数量を重要な仮定として用いております。当該仮定として用いた販売数量
に関する趨勢が変動した場合には、翌事業年度以降の売上原価に追加の評価損を計上する可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（1）担保に供している資産 建 物 7,694百万円
構 築 物 202百万円
土 地 6,337百万円
そ の 他 0百万円

計 14,234百万円
（2）担保に係る債務 １年内返済予定の

長 期 借 入 金 528百万円
長 期 借 入 金 1,779百万円

計 2,308百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 59,270百万円

３．土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成

13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
なお、再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価法第16号に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的
な調整を行って算出する方法によっております。
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 261百万円

４．流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 227百万円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,451,169株

２．自己株式の種類及び総数

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 910,805株 3,313株 ―株 914,118株

（注）増加の内訳は、次のとおりです。
譲渡制限付株式報酬制度における無償取得及び単元未満株式の買取りによる増加 3,313株

３．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会 普通株式 358 42.00 2025年３月31日 2025年６月26日

2025年11月10日
取締役会 普通株式 384 45.00 2025年９月30日 2025年12月２日

４．当事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基 準 日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会（予定） 普通株式 利益剰余金 384 45.00 2026年３月31日 2026年６月25日
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産
訴訟関連損失引当金 2,754百万円
繰 延 資 産 372百万円
賞 与 引 当 金 292百万円
投資有価証券評価損 84百万円
役員退職慰労引当金 55百万円
未 払 社 会 保 険 料 45百万円
棚 卸 資 産 評 価 減 38百万円
未 払 事 業 税 35百万円
そ の 他 253百万円
繰 延 税 金 資 産 小 計 3,932百万円
評 価 性 引 当 額 △180百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計 3,752百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,135百万円
前 払 年 金 費 用 △43百万円
そ の 他 △0百万円
繰 延 税 金 負 債 合 計 △1,179百万円
繰 延 税 金 資 産 純 額 2,572百万円

７．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針
当社は、主に医薬品の製造販売事業を行うための設備投資計画、研究開発計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達

しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格
の変動リスクに晒されております。
営業債務である電子記録債務、買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料の輸入に伴う

外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は、設備投資等に必要な資金及び運転資金の調達を目的
としたものであり、長期借入金については借入後10年以内返済であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、販売管理規程及び経理規程等に従い、営業本部及び総務本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒されている金融資産の貸借対照表価額により表されていま

す。
②市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有
状況を継続的に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務課が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなど

により、流動性リスクを管理しております。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動

することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額（＊） 時 価（＊） 差 額
（1）投資有価証券

その他有価証券 4,954 4,954 ―
（2）長期借入金 （1,858） （1,774） △83

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債務」「買掛金」「短期借入金」「１年内返済予定の長期借入金」「未払金」につ

いては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
す。

（注2）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであ
ります。

（単位：百万円）

区分 当事業年度

非上場株式 377

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま

す。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 4,954 ― ― 4,954

資産計 4,954 ― ― 4,954
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（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 1,774 ― 1,774

負債計 ― 1,774 ― 1,774

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な
指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８．賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、大阪市その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）を有しております。
２．賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額 決算日における時価

786百万円 1,212百万円

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から、減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であり、それ以外は重要性が

乏しいと判断されるため、土地については路線価等「容易に入手できる評価額」、建物については「適正な帳簿価額」でありま
す。

９．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

当事業年度

医療用医薬品及び医療用機械器具 59,499

その他 2,808

売上高 62,307

（注）「その他」の区分は、医療用医薬品の製造受託関係等やコ・プロモーション契約に係る報酬2,709百万円、不動産の賃貸に関する
収入99百万円であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
医療用医薬品及び医療用機械器具の販売においては、契約上別途定めのない限り、顧客へ引き渡した時点で所有に伴う重大な

リスク及び経済価値が移転し、顧客が支配を獲得することにより当社の履行義務が充足されると判断しており、引渡時点で収益
を認識しております。当社では、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、商品及び製
品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間が１〜２日程度であるため、出荷時に収益を認識しております。
また、取引の対価は、顧客へ引き渡した時点から主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
なお、一部の取引においては、商品及び製品の販売促進を目的として、販売数量や販売金額等に基づき、顧客に値引きやリベ

ートを提供することがあり、対価の額に変動性があります。
しかし、顧客に提供する値引きやリベートの金額は合理的に見積り可能であることから、通常、認識した収益の累計額の重大

な戻入れが生じることはなく、変動対価の見積りが制限されることはないと判断しております。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する
顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約負債の残高等
契約負債は、医療用医薬品等の製造受託において、顧客から受け取った前受金であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、142百万円であります。
また、当事業年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した重要な収益はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省

略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 4,106円51銭
１株当たり当期純利益 235円63銭

11．追加情報
当社は、東レ株式会社より、2018年12月13日付にて経口そう痒症改善剤ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」[先発代表

製品:レミッチOD錠2.5μg]に関する特許権侵害差止等請求訴訟を東京地方裁判所に提起されました。
その後、東京地方裁判所は東レ株式会社の請求を棄却する判決を下したため、2021年3月30日、東レ株式会社はこれを不服とし、

知的財産高等裁判所に控訴いたしました。
2025年５月27日に知的財産高等裁判所は、東レ株式会社の請求を一部認容し、当社に対し、合計74億7,287万8,838円及びこれに

対する遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
本判決に伴って訴訟関連損失引当金繰入額87億44百万円を前事業年度の特別損失として計上しております。
なお、当社はこれまで、本製品は東レ株式会社が保有する特許権を侵害しないこと等を主張してまいりましたが、控訴審において

当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり承服できかねることから、2025年６月６日付けにて、最高裁判所に上告及び上
告受理の申立てを行っております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月20日

扶桑薬品工業株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 﨑 充 弘
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 村 上 育 史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、扶桑薬品工業株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成
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し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第103期事業年度における取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、
指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条
第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものでは
なく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月21日
扶桑薬品工業株式会社 監査役会
監査役（常勤）桑 田 順 司
社 外 監 査 役 青 本 悦 男
社 外 監 査 役 楢 﨑 隆 章

以 上



（ご参考） 株主優待のご案内
株主の皆様の日頃のご支援に対する感謝とともに、当社株式の投資魅力を高めてより多くの方々に当社株式を

保有していただきたいという思いから、株主優待制度を実施しております。

１．対象
毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された400株（4単元）以上の当社株式を保有されている株主様
２．株主優待の内容
対象となる株主様の保有株式数に応じて、5月下旬に優待ポイントを進呈いたします。その優待ポイントを株主
様限定の特設ウェブサイト「扶桑薬品工業・プレミアム優待倶楽部」において、約5,000種の掲載商品からお好
みの商品をお選びいただけます。

保有株式数 進呈ポイント数

400株 〜 499株 4,000ポイント

500株 〜 599株 6,000ポイント

600株 〜 999株 15,000ポイント

1,000株 〜 1,499株 20,000ポイント

1,500株以上 40,000ポイント

＜扶桑薬品工業・プレミアム優待倶楽部＞

https://fuso-pharm.premium-yutaiclub.jp/

※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※Amazonギフトカードに関するお問合せは、Amazonではお受けしておりません。扶桑薬品工業プレミアム優待倶楽部ヘル
プデスク【0120-980-965】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

３．ポイントの繰越条件
翌年3月末日において株主名簿に同一株主番号で連続2回以上かつ400株以上お持ちの株主様として記載または記
録された場合にのみ繰越せます（1回のみ）。
3月末日の権利確定日までに株主番号が変更された場合、ポイントは失効します。
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地下鉄中央線
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会 場 シティプラザ大阪 ２階「SYUN－旬－(南)」
大阪市中央区本町橋２番31号 電話番号06-6947-7888

交 通
〇地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町駅」1番、⓬番出口より徒歩約６分
〇地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」4番出口より徒歩約12分

当日は駐車場のご用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。


